
※団体扱割引36％は保険契約の開始日が2023年７月１日から2024年６月30日までのご契約に適用されます。団体扱割増引率はご契約台数と
　損害率に応じて毎年見直され、変動する場合があります。

手続きのご案内
団体扱割引
36％商品内容については パンフレット兼重要事項等説明書 をご覧ください。

このパンフレットは「アイシングループ団体自動車保険」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり（約款）」 
「重要事項等説明書」などをご覧ください。 
なお、アイシン開発では販売方針に基づき団体で定められた保険会社の商品を販売しております。ご不明な点はアイシン開発または損保ジャパン
までお問い合わせください。

お車が増えて新しく保険をかける
他社加入の契約を切り替える
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新規

更新のお手続き更新

まずは加入条件（1ページ）を
満たしているかチェックしましょう！！

お車の入替や補償内容を変更変更

中断 現在加入している保険契約を
一時的に中断

3
ページ事故 事故にあわれたときに

必要な行動と手順

保険サービス事業本部

家族も
団体扱保険に
入れる (定年後は一括払）

保険料は
便利な
給与天引

定年後も
変わらない
一生涯の
安心

24時間
365日！
充実の
事故対応

他の保険からの
ノンフリート等級が
引き継げる

(ただし、一部の共済を
除きます。）

エントリー
はこちら

⇒手続きの流れは5ページをご確認ください。※キャンペーン期間中は上記内容と異なります。

紹介する方も、紹介を受ける方も
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円分1 ,000
ミスター
ドーナツ

or
×2枚
（1,000円分）

×2枚
（1,000円分）

×2枚
（1,000円分）

𠮷野家サーティワン
アイスクリーム

or

制制 度度紹紹 介介
選べるデジタルギフト
それぞれにプレゼント！



まずはアイシングループ団体自動車保険加入条件を
満たしているかチェックしましょう！！

アイシン開発までお問い合わせください。
条件によっては、ご加入できない場合があります。

※の場合、アイシングループ団体自動車保険への
　ご加入はできませんのでご了承ください。

車検証の所有者・使用者を確認してください。

判別が難しい場合はお問い合わせください。

あなたと生計が異なる別居の親族・他人は、
ご加入できません。

車両所有者の
確認

対象車種の
確認

①あなた自身

車検証上の所有者はディーラーまたは
ローン会社となっているが、使用者は上記①～④の
いずれかの方ですか？

★同居の解釈の注意

加入資格者
（契約者）
の確認

保険に加入する自動車を主に運転される方は下記の①～④のいずれかの方ですか？

アイシングループ団体自動車保険にご加入できます！
自動車保険がお得♪　団体扱割引制度（36％）適用！団体扱自動車保険にはご加入いただけません。

詳しくはアイシン開発までご連絡ください。

③あなたまたは配偶者の同居★のご親族
②あなたの配偶者 ④あなたまたは配偶者の別居の扶養親族

車検証記載の所有者および使用者は下記の①～④のいずれかの方ですか？

①自家用（普通・小型・軽四輪）乗用車
保険に加入する自動車（車種）は、下記の①～⑥のいずれかですか？

④特種用途自動車（キャンピング車のみ）
②自家用（小型・軽四輪）貨物車 ⑤自家用二輪自動車
③自家用普通貨物車（積載量２t以下に限る） ⑥原動機付自転車

パート・期間社員などの場合は、ご加入できません。

＊配偶者には内縁の相手方および同性パートナーを含みます（以下、同様とします）。

YES
NO

YES
NO

４tトラック・放送宣伝車・事務室車などは、
ご加入できません。

YES
NO

YES

YES

NO

NO

①あなた自身 ③あなたまたは配偶者の同居★のご親族
②あなたの配偶者 ④あなたまたは配偶者の別居の扶養親族

記名被保険者
（主に運転される方）
の確認

あなたは役員・正社員・嘱託社員（※に該当する方を含みます。）ですか？

ご注意 ご加入後、ＳＴＥＰ1～４の条件を満たさなくなった場合、脱退手続きが必要になります。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

※ 定年退職される場合、退職時にアイシングループ団体自動車保険に加入していた方のみ継続加入いただけます。

記名被保険者とは
通常、『主に車を運転される方』が記名被保険者となります。
『被保険者』とは補償の対象となる方で、『記名被保険者』とはご契約のお車を「主に使用される方」をいいます。「主に使用される方」とは、ご契約のお車を実質
上所有され、「ご契約のお車を運転される方」および「ご契約のお車を使用することで利益を受ける方」をいいます。記名被保険者が誰であるかによって被保険
者の範囲が決まり、無事故による割増引（ノンフリート等級）は記名被保険者に帰属しますのでご注意ください。

車両所有者とは
ご契約者のお車を所有されている方をいいます。車両所有者は、原則として車検証などの所有者欄に記載されている方となります。左記対象者以外の方が、
所有されている車両は、この制度の対象外となりますのでご注意ください。
☆所有権留保条項付売買契約により購入した自動車の場合はその買主、リース契約により借り入れた自動車の場合はその借主を所有者とみなします。
☆サーキット走行や競技に使用されるなど通常の使用以外の場合、この制度の補償対象外となります。

一度も外へ出ずに
行き来できる場合

台所なし
（例）勉強部屋など

お互いの居住空間が廊下や階段などで
つながっておらず、お互いが行き来する
ために、一度外へでなければならない場合

台所あり

＜一人暮らしの方や寮生の方へ＞

STEP1～4 の全てを満たす場合にのみアイシングループ団体自動車保険にご加入いただけます。
加入できるか　 チェック。加入の可否をご確認ください。
団体扱割引を適用するため、団体扱での取扱範囲を限定させていただいております。何とぞご了承ください。

①

1 2 3 4

所有者を変更していただくことで
アイシングループ団体自動車保険に
ご加入いただけます。

【車検証上の表示箇所例】

所有者 使用者

本人 本人

ディーラー 本人

別居の親 本人

ディーラー※

※

別居の親



■車を購入し、初めて自動車保険をかける（新規加入）
■すでに団体扱保険に入ってるけど新たに増える車に保険をかける（新規加入）
■他社で加入している保険を切り替える（他社からの切替）
■中断してあるノンフリート等級を使用して、改めて自動車保険をかける（中断復活制度）

新規

STEP1

ご不明点等ございましたら、アイシン開発までご連絡ください。

必要書類

＜新規加入お手続きのステップ＞ 下記どちらかのパターンでお手続きください。

○・・・必要　△・・・加入条件によって必要

※お引き受け時に1等級となるご契約は、対物賠償の自己負担は10万円となり、車両保険のお引き受けはできません。
※保険料のお支払いは給与天引12回払です。（OB 契約は一括払です。）
※1年契約となります。
※対人賠償・対物賠償・人身傷害（二輪は搭乗者傷害でも可）は付帯必須です。
※車両保険のご契約タイプ「限定危険」のみのお引き受けはできません。
※車検切れの車はお引き受けできません。
※ご契約期間の初日の属する年が初度登録年から起算して20 年を超える車を新規でお引き受けする場合は、原則として
　車両保険を付帯することができません。

QRコードを読み取り、
インターネットで
お見積り
※必ず「代理店へ相談」ボタンを押し、
　個人情報入力後に送信してください。

加入依頼書を記入

必要書類を写真で撮り、下記アド
レスへメールで送信。

必要書類提出先専用アドレス　hoken-kuruma@aisin-ad.co.jp
件名にご契約者様のお名前・氏名コード・企業名をご記載ください。

！

②

新規加入 他社からの切替 中断復活制度

アイシングループ自動車保険加入依頼書（会社窓口に設置）

車検証等コピー

（注2）

（注3）

＜複数所有新規（セカンドカー）割引適用時＞
1台目の保険証券コピー

＜海外中断特則を適用している方のみ＞
中断期間中のパスポートコピー

中断証明書（原本必須）

（注1）売買契約書コピー

切り替える保険の保険証券コピー　

パ
タ
ー
ン 

①

パ
タ
ー
ン 

②

STEP2
アイシン開発からお電話にて
保険料や契約内容をご案内し
ます
＊補償内容等をご了
承いただきました
ら保険開始可能と
なります。
＊一部、ご署名をい
ただく場合もござ
います。

STEP3
保険会社より保険証券もしく
はWEB証券閲覧方法を記載
したはがきがご自宅へ届き
ます。

必要書類と加入依頼書を写真で撮り、
下記アドレスへメールで送信。

24時間受付可能で
便利なＨＰお問い合わせ
フォームはこちら

（注1）車両保険を付帯しない場合は不要です。
キャンピング車・福祉車両・改造車・並行輸入車・二輪自動車に車両保険を付帯する場合は必ず必要となります。
また、必要書類などを確認のうえ保険会社がお引き受けを判断いたしますので、お申込からご加入いただくまでにお時間を要する場合があります。

（注2）①他社からの切り替えの場合、現在加入している保険・ＪＡ共済・全労済などの内容が一定の条件を満たす場合のみ無事故による割増引が継承可能です。
②他社のご契約時に事故があった場合には、切替後の無事故による割増引は事故件数に応じてダウンします。
③切替日は現在加入している保険・ＪＡ共済・全労済などの満期日になります。ただし、保険期間の途中で切り替えをご希望される場合は、別途お手続きが必要
　となりますので、事前にご連絡ください。
④全労済などの共済から切り替えの場合は書類が異なりますので、別途お問い合わせください。（切り替えられない共済もあります。）

（注3）空白のページを含む中断期間中のパスポート顔写真、出国印、帰国印ページのコピー（中断期間中のパスポートが２冊の場合は２冊分）が必要です。
海外からの帰国後、以下①②に該当する場合には中断証明書があっても無事故による割引の引き継ぎができませんのでご注意ください。
①契約を中断してから出国までに６か月以上経過している場合
②帰国日から新たに自動車保険に加入する日まで１年以上経過している場合

 ・その他必要に応じて資料のご提出を依頼する場合があります。

※中断証明書原本必須



更新

事故

アイシングループ団体自動車保険の加入を継続する（年1回）

ご注意 以下に該当する契約は、WEB手続き対象外となる場合がございます。

更改申込書を同封の
記入ガイドに沿って
ご記入いただき、
封筒裏面をご確認の
うえご提出ください。

※車両の変更がある場合や、更新されない場合は、アイシン開発までお電話ください。

更新のご案内がお手元に届きましたら、お手続きをお願いします。お手続方法は下記の2通りです。
更新のお手続きはインターネットまたは申込書で行います。便利で簡単なインターネットをお薦めします。

※また、上記以外にも対象外となる契約が一部ございますので、詳しくはアイシン開発までお問い合わせください。

③

インターネットでのお手続き

同封の記入ガイドを見て、申込書に必要事項をご記入ください。

STEP 1　申込書のご記入

STEP 2　申込書のご提出
ご記入いただいた申込書をアイシン開発までご提出ください。

引受ルール『引受ルール』に沿ってご加入いただきます。

◆上記引受ルールに該当する場合は契約手続き時に、アイシン開発より対象の方へ個別にご連絡します。
◆『引受ルール』の適用は保険始期日からの1年間とし、1年後に事故件数が『引受ルール』に該当しなくなった場合、制限は解除されます。

★悪質事故契約
飲酒運転・無免許・偽装事故などを起こした方のご契約

お引受ができません。

★事故多発契約
①（１）前契約で２回以上事故を起こし、次契約で１～３等級となる方のご契約
　（２）前契約で１回以上事故を起こし、次契約で１～２等級となる方のご契約
②前契約で２回以上事故を起こし、次契約で４～１７等級となる方のご契約
※引受ルールの対象となる事故に、飛び石・落書・いたずら・盗難のみの事故は含みません。

対物賠償に自己負担額10万円
などの条件が付きます。

①：車両保険は付けられません
②：車両保険に条件が付きます。

対象となる方（およびご契約） 主なルール

アイシングループの『引受ルール』は下表のとおりです。
下表に該当する場合の詳しい『引受ルール』を確認したい方は、アイシン開発までお問い合わせください。

１

2

（注）更新手続きの時点で、保険金請求の有無が確定していない場合、保険金をお支払いさせていただくこととして等級を下げ
た状態で更新いただくことがございますのでご了承ください。
なお、最終的に保険金のお支払いがなかった場合には保険始期にさかのぼって等級を訂正させていただきます。

個人情報保護法に基づき、加入者の事故情報はお勤めの会社には通知しません。
事故が起きた時は会社の規則に従い、報告しましょう。
※飲酒事故・不正請求など当制度に悪影響をおよぼすと判断した事故はこの限りではありません。

事故サポートセンター

0120-256-110

24時間365日
事故受付・初期対応

事故にあわれた際のご連絡先

●おかけ間違いに
　ご注意ください。

ロードアシスタンス専用デスク

0120-365-110

24時間365日
受付・対応

【営業時間】
◆24時間365日
●おかけ間違いに
　ご注意ください。

自動車のトラブル対応時のご連絡先

※ロードアシスタンスは事前連絡が必要です。

事故にあわれたときに必要な行動と手順

PC・スマホから検索

アイシン開発HPからWEBで更新

もしくは、スマートフォンでQRコードを読み取って下さい。

アイシン団体　更新手続き 検  索

⇒「更新手続きガイド」に沿って「自動車保険更新手続き」を行います。

事故発生

負傷者の救護

路上の危険防止

救急車119番

警察への通報

相手方の確認

事故サポートセンターへ
連絡

警察11０番 警察に事故の連絡をします。
あいまいなことを言わず、知っている事実を具体的に伝えてください。

事故の相手方の住所・氏名・連絡先・車名・ナンバープレートの番号を確認し、書き留めます。

いつ・どこで？ 事故日時と場所 誰が・何を？ 死傷者・損害物の有無

どのように？ 事故の状況 どうなった？ ケガの程度・車・物の損傷状況

その場での示談はしないでください。相手方から何らかの要求を受けた
場合は、「保険会社と相談したうえで、後ほどご連絡します。」とお答えください。

救急車を呼ぶなど、負傷者の救護・応急手当を優先します。

他の自動車の進行を邪魔しないように、事故車両を安全な場所に移動させます。
事故車が自走できなければ、レッカーを手配します。

POINT

（WEB手続き対象外契約は申込書をご案内いたします）書面でのお手続き

・明細付のご契約
・定年退職後初めてOBとして更新するご契約
・主に運転される方を変更したいご契約

・二輪自動車で車両保険を付帯しているご契約
・直近で事故が発生したご契約
・アイシングループの引受ルールに該当するご契約



変更

中断

現在加入しているアイシングループ団体自動車保険を変更する
（車を買い替える、補償内容を変更する、解約する）

ご注意

パンフレット兼重要事項等説明書の裏面記載のカスタマーセンターに
ご連絡ください。※必ずご契約者本人がご連絡してください

◆変更手続き依頼書のＦＡＸだけでは手続きが完了となりませんのでご注意ください。
※1 キャンピング車・福祉車両・改造車・並行輸入車・二輪自動車に車両保険を付帯する場合は必ず必要となります。
※2 記名被保険者を変更する手続きにおいて、お子さまを記名被保険者（主に運転される方）に設定された場合、お子さまが結婚（独立）により別居される場

合などには脱退手続きが必要になります。別居される前にアイシン開発までご連絡ください。
※3 国内中断は廃車・譲渡・売却による解約日（満期日を含みます。）の翌日から１３か月以内に中断手続きをした場合に利用できます。
※4 海外中断は出国日からさかのぼって６か月前までに解約し、かつ解約日（満期日を含みます。）の翌日から１３か月以内に中断手続きをした場合に利用できます。
※5 盗難により中断手続きを利用する場合のみ必要です。

（注） 変更に伴う追加保険料は月割での計算となります（日割ではありません。）。

変更・中断の必要書類

車を買い替え ナンバー変更 その他の変更
※2

解約 海外中断
※4

国内中断 ※3
（廃車・盗難・車検切れなど）

車検証コピー

※1

※5

売買契約書コピー

警察の盗難届出証明書コピー

廃車・譲渡を証明する
公的書類のコピー

○・・・必要　△・・・加入条件によって必要

１.原則として、ご契約の中断日（ご契約の解約日または満期日）の翌日から起算して13か月以内にアイシン開発または損保ジャパンにご請求
がない場合は、「中断証明書」を発行することができませんのでご注意ください。なお、ご契約が解除された場合は「中断証明書」を発行す
ることができません。

２.中断前のご契約のご契約期間の初日が2012年９月３０日以前の場合で、中断前のご契約に等級すえおき事故とノーカウント事故以外の
事故があるときは、中断後の新たなご契約に対して「事故有」の割引率を適用します。

で検索もしくは右記 QRコードから、お問い合わせフォームに
ご入力いただき、下記必要書類を添付のうえ、送信してください。

廃車・海外赴任などのために、お車を手放す場合は保険を中断し、等級事故件数を10年間保管しておくことをおすすめします。

・ご契約者からのご請求により「中断証明書」を発行することができます。
・ご契約の等級・事故件数を10年間保管させていただきます（費用はかかりません。）。
・一定の条件を満たす場合は、中断後の新たなご契約に対して、中断前のご契約のノンフリート等級や事故件数な
どに応じた所定のノンフリート等級および事故有係数適用期間を適用することができます。

変更を希望される日が本日から7日以内の場合

④

中断変更

自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、
記名被保険者の海外渡航などに伴い、現在加入している保険契約を
一時的に中断する

変更を希望される日が本日から7日超の場合

アイシン団体　変更



保険内容のお問い合わせ先

引受幹事保険会社
〒448-0027 愛知県刈谷市相生町3－3富士ビル4Ｆ
TEL 0566-23-1861 （平日9：00～17：00）　FAX 0566-23-1846

名古屋自動車開発部 刈谷営業課
損害保険ジャパン株式会社

アイシン開発株式会社 保険サービス事業本部
〒448-8525 愛知県刈谷市相生町3－3富士ビル3Ｆ
TEL  0120-27-8708 ※外線のみ（内線ではかかりません。）

FAX  0566-24-3801
新規加入専用FAX  0566-27-8760
営業時間  平日（8：30～17：30）
ホームページ  https://www.aisin-hoken.jp/ 

取扱代理店
お客さまからのお問い合わせ、お申込みいただいた内容を正確に把握するため通話録音させていただいて
おります。あらかじめご了承ください。

※当社は、損害保険契約の代理権を有しております。　※当社は、生命保険契約の締結の媒介を行っております。

⑤

24時間受付
可能で便利な
HPお問い合わせ
フォームはこちら▶

賞 品 受 け 取 り

かんたん     ステップお手続きの流れ

被紹介者（ご紹介を受けた方）

mailの送信
（LINE転送可）

ご紹介者

STEP1で到着した登録完了mailに記載されている
ご希望の特典のURLをご家族・ご友人・職場の仲間
（被紹介者）に転送下さい。複数の方をご紹介いただけ
る場合は、同じmail内のURLを転送頂く事が可能です。
登録完了mailの内容をLINEに添付して転送すると便利です。

商品の発送

保険料試算・
ご契約

転送されたURLより商談依頼を
お願いします。
当社の自動車保険専門チームが
保険料試算～ご契約までご対応
させて頂きます。

4

エントリー

　　　　　　　より必要情報をご
入力し登録ボタンを押して下さい。
紹介者IDとお見積り依頼URLの
mailを返送いたします。返送mail
到着にて登録完了となります。

S T E P

S T E P 1

S T E P 2

S T E P 3

S T E P 4

エントリーはこちら

賞品をSMSにて送付させて頂きます。 賞品をSMSにて送付させて頂きます。

被紹介者 契約月の
翌月末

【成約特典】
成約月の翌月末

制制 度度紹紹 介介

SJ23-03560　2023/06/22




